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本取引先登録要領説明書（以下「本説明書」という。）は、北海道電力ネットワーク

株式会社（以下「当社」という。）との購買、請負工事、委託、物品の運送、不用品等

の売却の取引に適用される。 

 

第１章 取引先登録 

１．目的 

本章は、取引先登録における基本的な手続きについて定めるものである。 

当社は、資材の調達にあたり、取引先を選定する場合、事前に登録された取引先（以下

「登録取引先」という。）の中から選定するものとし、取引にあたっては事前の登録を必

要とする。 

  

 

２．本説明書の変更  

当社は、本説明書を変更することができるものとし、この場合、軽微な変更を除き、原則

として、その１か月前までに当社ホームページにより、登録取引先に対して変更内容を周

知する。 

 

 

３．登録受付箇所 

当社は、登録手続きを北海道電力株式会社に委託する。 

なお、登録手続きに関する受付は、北海道電力株式会社調達部（取引先担当箇所）とする。 

 

 

４．新規登録手続き  

（１）登録取引先になることを希望する場合は、本説明書を承諾のうえ、所定の｢取引申込

書｣、「反社会的勢力排除に関する確約書」およびその他関係書類（以下「申込書類」

という。）を登録受付箇所へ提出するものとする。 

 

（２）当社は、申込書類に記載された内容に基づき、取引の可能性などについて検討し、

登録の可否を決定する。 

なお、次のいずれかに該当する場合、登録をお断りする場合がある。  

ａ．架空の名義などを使用し、実在しない場合  

ｂ．申込書類に虚偽の事項を記載し、または記載漏れがある場合  

c．金融機関などにより、過去に取引停止処分を受けている場合 

ｄ．暴力団等反社会的勢力の場合、またはこれらと関係を有することが判明するなど、

取引に支障が予想される特別の事由がある場合  
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e．その他登録取引先として登録することが不適当であると当社が判断した場合  

 

（３）上記（２）の登録の可否結果については、メール等により通知する。  

 

（４）提出された申込書類については、原則として返却は行わない。   

 

 

５．登録内容の変更手続き  

（１）登録取引先は、登録内容に変更が生じた場合、所定の「登録内容更新届」に最新事項

を記載のうえ、登録受付箇所に届け出るものとする。  

なお、「登録内容更新届」は、当社ホームページからダウンロードすることができる。  

（２）上記（１）に定める変更手続きがない場合、当社は、登録内容に変更のないものとし

て取り扱うものとする。  

（３）登録取引先による所定の変更手続きがなされないことに起因する、指定振込先への契

約金額の振込が不能となった場合の取り扱いは、次のとおりである。  

ａ．当社は、契約金額の支払のために、正しい振込先の調査義務を負わない。 

ｂ．当社は、登録取引先の変更手続きなどにより正しい振込先が明らかになり次第、改め

て契約金額の振込を行う。 

c．当社は、登録取引先の所定の変更手続きがなされないことによる契約金額の支払遅延に

対し、遅延期間の利息およびその他の一切の補償の責を負わない。 

 

 

６．登録情報の取り扱い  

（１）当社は、登録取引先に関する情報を管理する。 

なお、一定期間情報の更新が無いなど、登録内容の最新性の確認を当社が必要と判断

した場合、上記５．（１）の手続を依頼する場合がある。 

 

（２）当社は、登録取引先の名称および住所を当社の登録取引先に関する情報として開示す

ることがある。 

 

（３）当社は、次の場合を除き登録取引先の名称および住所以外の情報を開示しない。  

ａ．情報開示について登録取引先の同意がある場合  

ｂ．裁判所や警察等の公的機関から、法律に基づく正式な照会を受けた場合  
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７．登録の取消  

当社は次のいずれかに該当する場合、登録取引先の登録を取消すことがある。当社の措置

により、登録取引先に損害が生じても、当社は、一切損害を賠償しない。  

（１）申込書類の内容に虚偽の事実があった場合  

 

（２）登録取引先の経営信用状態が著しく悪化した場合  

 

（３）当社との契約に違反するなど、登録取引先に不信行為があった場合  

 

（４）変更手続きがなされないことに起因して、支払など取引に支障が生じる場合  

 

（５）建設業法など関係法令による登録・許認可が取り消され、取引に支障が生じる場合  

 

（６）登録取引先が暴力団等反社会的勢力であること、またはこれらと関係があることが判

明した場合 

 

（７）その他、取引に支障が予想される特別の事由がある場合  

 

 

８．現地調査・工場調査などの実施  

当社は、必要に応じて追加資料やサンプルなどの提出や説明を求める場合および当社社

員による現地・工場調査などを依頼する場合がある。 

 

 

 

第２章 取引の基本 

１．目的 

本章は北海道電力ネットワーク株式会社（以下「発注者」という。）が登録取引先との取

引における基本的な契約条項について定めるものである。 

 

 

２．見積依頼先の選定 

当社は見積依頼を実施する場合、案件毎にそのコマーシャル面およびテクニカル面などか

ら、適格と判断される登録取引先を見積依頼先として選定する。 

従って、登録取引先としての登録により、直ちに個別の案件の見積依頼先となるものでは

ない。  
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３．見積依頼  

発注者が見積依頼を実施する場合、上記２．により選定した見積依頼先に対して見積の方

法・条件などを提示するものとし、見積依頼先は発注者の指定する期日までに、見積書を

提出するものとする。 

なお、次の場合は見積依頼を省略する。  

ａ.単価契約に基づく契約の場合 

ｂ.発注者と受注者が協議のうえ契約金額の決定が可能な場合 

 

 

４．受注者の決定および注文内容の通知 

発注者は、所定の手続きにより受注者を決定し、契約金額などの注文内容を通知する。た

だし、契約金額には消費税および地方消費税の相当額（以下「消費税等相当額」という。）

を含めない。  

注文内容の通知方法は所定の注文書を送付または電子商取引による注文情報の送信によ

るものとする。 

なお、電子商取引の利用は第３章で定める電子商取引に関する所定の手続きを必要とする。 

 

 

５．契約の履行  

受注者は、契約条件に合致する物品の納入、請負工事、委託、物品の運送、売却品の引

き取りを、発注者が指定する場所で指定する期日までに完了しなければならない。  

 

 

６．検査  

発注者は、次の場合、必要な検査を行う。  

ａ．発注者に受渡される物品が納入されたとき  

ｂ．請負工事、委託、物品の運送または売却品の引き取りが完了したとき  

 

 

７．支払方法  

（１）発注者は、契約金額に消費税等相当額を加算した金額を、原則として検査に合格した

翌月末までに一括で支払う。ただし、発注者と受注者が協議のうえ、別の支払方法を定め

たときはこの限りではない。  
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（２）消費税等相当額の算出方法は、契約金額に消費税および地方消費税の相当税率を乗じ、

円未満の端数が生じた場合は切り捨てとする。  

 

（３）発注者による支払は、申込書類で指定された振込先への振りみによるものとし、振り

込みと同時に受注者がこれを受領したものとみなす。 

 

 

８．その他  

（１）発注者との契約にあたり、受注者による契約不履行があった場合、発注者は、契約の

解除および損害賠償請求を行うことがある。  

 

（２）発注者、受注者および見積依頼先は、本説明書の適用期間中はもとより、適用期間終

了後においても、取引を通じて知り得た相手方の情報を、当該情報を有する相手方の文書

による事前承諾なしに、第三者に開示または漏えいしてはならない。  

 

（３）受注者は、あらかじめ文書による発注者の承認を得た場合を除き、契約によって生じ

る権利および義務を第三者に譲渡し、または継承させてはならない。  

 

９．紛争の解決  

（１）本説明書の条項の解釈、または本説明書にない事項について疑義が生じた場合、発注

者および登録取引先は、誠意をもって問題を解決するように努めるものとする。  

 

（２）本説明書および取引については、日本国の法令に準拠し、その効力は日本国の法律に

従って解釈されるものとする。 

 

（３）発注者と登録取引先との間で訴訟が生じた場合、札幌地方裁判所を第一審の専属的管

轄裁判所とする。 

 

 

１０．契約代理人への委託 

発注者は、契約手続きの一部を北海道電力株式会社に委託する。 

なお、契約の効力は発注者に帰属するものとする。 
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第３章 電子商取引 

１．目的 

（１）発注者および受注者間の取引を円滑かつ合理的に行うことを目的に、北海道電力ネッ

トワークインターネットＥＤＩシステム（「ブラウザ型方式」「Ｗｅｂサービス型方式」

の２通りの方式を総称し、以下「本システム」という。）を利用する場合の取り扱いを定

めるものである。 

なお、ＥＤＩとは電子データ交換（Electronic Data Interchange）の略称である。 

 

（２）本システムの利用を希望する場合は、本説明書を承諾のうえ、所定の｢電子取引申込書 

兼 電子証明書発行申請書｣を登録受付箇所に提出のうえ申込むものとする。 

なお、次のいずれかに該当する場合、利用をお断りする場合がある。 

ａ．システム環境の制約から正常に動作しないと考えられる場合 

ｂ．その他本システムの利用が合理的でないと発注者が判断した場合 

 

 

２．適用範囲 

（１）本システムを利用して行う発注者および受注者間の個々の資材取引（以下、「個別

契約」という。）に関する見積依頼およびその回答、個別契約の申込およびその承諾、

個別契約の変更・解除の申込およびその承諾ならびに検収情報の通知についての業務に

適用する。 

 

（２）個別契約の内容は、発注者および受注者が別途協議のうえ決定する。 

 

（３）個別契約の全部または一部については、発注者および受注者が合意のうえ、随時変

更または解除することができる。 

 

（４）本説明書に定めのない事項については、個別契約の内容に応じて、「購買見積要領

説明書」、「請負工事見積要領説明書」または「委託契約見積要領説明書」によるも

のとする。 

 

 

３．用語の定義 

本章で使用する用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）ブラウザ型方式 

ブラウザ型方式とは、発注者および受注者が、電子計算機、通信装置その他の機器を

用いて、Ｗｅｂ－ＥＤＩサーバに取引関係情報を送信し、記憶させること、または記憶
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された取引関係情報を受信することにより、発注者および受注者の意思表示を行う方式

をいう。 

 

（２）Ｗｅｂサービス型方式 

Ｗｅｂサービス型方式とは、発注者および受注者が、電子計算機、通信装置その他

の機器を用いて、自らの電子計算機等（端末装置およびその他周辺機器を含む）によ

り磁気記録媒体等に取引関係情報を記録し、発注者のＷｅｂ－ＥＤＩサーバに送受信

する方式をいう。 

受注者は発注者のＷｅｂ－ＥＤＩサーバから発注者が指定する方法で取引関係情報

を呼出（コール）する。 

なお、呼出（コール）とは、発注者が用意する関数に基づくシステム操作である。 

 

（３）Ｗｅｂ－ＥＤＩサーバ 

本システムの利用に際し、発注者および受注者が相手方に提供する取引関係情報を記

憶させる発注者の電子計算機等の総称をいう。 

 

（４）取引関係情報 

発注者および受注者間の資材取引において、個別契約に関する諸情報のうち、本シス

テムを利用して送受信し、相手方に提供されるすべての情報（見積依頼情報、見積回答

情報、注文情報、注文回答情報、検収情報およびこれらに関連する情報を含む。）をいう。 

 

（５）電子証明書 

Ｗｅｂ－ＥＤＩサーバへの接続が受注者によるものであることを確認するための、特

定の文字列およびその電子データをいい、発注者が受注者に発行するものをいう。 

 

 

４．運用マニュアル 

（１）本システムにおける取引関係情報のメッセージフォーマット、運用時間、保存期間お

よび送受信確認方法その他本システムの実施のために必要な事項については、発注者が

別に定める「北海道電力ネットワークインターネットＥＤＩシステム（ブラウザ型）運

用マニュアル」（以下、「運用マニュアル」という。）によるものとする。 

 

（２）システムの変更、その他の事由により運用マニュアルを変更する必要が生じた場合は、

発注者は運用マニュアルを変更することができる。このとき、発注者は必要に応じて受

注者と協議を行うものとする。 
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５．設備・運用責任および費用区分 

本システムにおいて、運用マニュアルに定める区分表(ブラウザ型ＥＤＩにおける費用区

分)に定める以外の費用負担が生じた場合は、発注者および受注者が協議のうえ決定するも

のとする。 

 

 

６．認 証 

（１）本システムの利用にあたっては、受注者は、あらかじめ発注者が発行した電子証明

書を使用するものとする。 

 

（２）受注者は、電子証明書の使用および保管について厳重に管理するものとする。 

 

（３）本システムに関し、電子証明書の情報が漏えいした疑いがあるときは、発注者・受

注者それぞれ相手方に連絡し、速やかに対応を図るものとする。 

 

（４）電子証明書の発行、更新等の取り扱いについては、運用マニュアルによるものとす

る。 

 

 

７．取引関係情報の到達と個別契約の成立 

（１）本システムのブラウザ型方式を利用した発注者の取引関係情報は、当該取引関係情

報がＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された時点で受注者に到達したものとする。 

 

（２）本システムのブラウザ型方式を利用した受注者の取引関係情報は、当該取引関係情

報がＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された時点で発注者に到達したものとする。 

 

（３）本システムのＷｅｂサービス型方式を利用した発注者の取引関係情報は、受注者が

当該取引関係情報を呼出（コール）した時点で受注者に到達したものとする。 

 

（４）本システムのＷｅｂサービス型を利用した受注者の取引関係情報は、当該取引関係

情報がＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された時点で発注者に到達したものとする。 

 

（５）受注者は、個別契約の申込に関わる発注者の注文情報を受信した場合は、当該注文

情報がＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された時点または当該注文情報をＷｅｂ－ＥＤＩ
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サーバから呼出（コール）した時点から遅滞なく諾否の通知を行うこととし、受諾の注

文回答情報がＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された時点を契約成立時点とするものとす

る。 

なお、受注者からの受諾の注文回答情報の送信が、発注者からの注文日の翌日以降の

場合は、注文回答情報がＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された時点で、発注者からの注文

日に遡って契約が成立するものとする。 

 

（６）発注者または受注者は、自己の責めによらない事由によりＷｅｂ－ＥＤＩサーバに

記憶された取引関係情報を確認できない場合は、直ちに相手方に対してその旨を書面

または口頭により通知するものとする。 

 

（７）前項の通知がある場合には、通知日付で当該取引関係情報の提供は取消されたもの

とする。 

 

 

８．個別契約の変更等 

個別契約の全部または一部を変更または解除する必要が生じた場合は、発注者および受

注者は、本システムを利用してこれを行うことができるものとする。 

 

 

９．本システム障害時の措置 

電子計算機、通信装置、通信回線の故障またはその他の事由により、本システムに障害

が発生した場合は、発注者および受注者は協議のうえ対策を講じるものとし、本システム

の復旧に時間を要すると判断した場合は、必要に応じて所定の注文書等の書面を提供する

か、それに代わる方法により相手方に意思表示し、または通知するものとする。 

 

 

１０．障害による損害の負担 

発注者または受注者は、自己の責に帰すべき事由により本システムに障害を与えた場合

は、当該障害により発生した損害を負担するものとし、自己の責に帰することのできない

事由により障害が発生した場合は、本システムの復旧に要する費用の負担について、発注

者および受注者協議のうえ決定するものとする。 

 

 

１１．本システムの中止 

発注者は、本システムの保守および工事を行うとき、ならびに不可抗力により本システ
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ムを利用できないなどやむを得ないときは、本システムの利用を一時的に中止することが

できる。このとき、発注者は受注者にその旨を通知するものとし、発注者および受注者は、

必要に応じて所定の注文書等の書面を提供するか、それに代わる方法により相手方に意思

表示し、または通知するものとする。 

 

 

１２．免責事項 

天災その他不可抗力など、発注者の責に帰することのできない事由によって生じた本シ

ステムの障害および上記１１．に定める本システムの中止により受注者に損害が発生した

ときは、発注者は一切その責を負わないものとする。 

 

 

１３．取引関係情報の正当性、安全性の確保 

（１）発注者および受注者は、本システムのＷｅｂ－ＥＤＩサーバに記憶された取引関係

情報および受信した取引関係情報を改ざんしてはならない。 

 

（２）本システムのＷｅｂサービス型方式の利用にあたって、受注者が取引関係情報の呼

出（コール）を複数回実施した場合の重複取込等については、発注者は責任を負わな

いものとする。 

 

 

１４．運営・保守業務の委託 

発注者は、本システムの運営・保守業務を第三者に委託することができる。 

 

 

１５．装置等の整備および保守・管理 

（１）発注者および受注者は、本システムを利用するために必要なインターネット接続に関

わる装置および通信回線を、それぞれの負担において用意するものとし、善良なる管理

者の注意義務をもって保守・管理を行うものとする。 

 

（２）発注者および受注者は、本システムの利用について、有害なコンピュータープログラ

ムを送信する行為、その他の本システムに障害を与えるおそれのある行為を行わないも

のとする。 
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１６．取引関係情報の保管 

（１）発注者は、本システムの取引関係情報について、運用マニュアルに定める期間、発

注者が管理する記録媒体にて保存するものとする。 

 

（２）前項に拘わらず、法令に基づく取引関係情報の保存が必要な場合は、発注者および

受注者それぞれの負担において保存するものとする。 

 

 

１７．秘密の保持 

（１）発注者および受注者は、本システムの利用により知り得た情報を、第三者に開示ま

たは漏えいしてはならないものとする。ただし、上記１４.の定めにより発注者が委託

する場合、発注者または受注者があらかじめ相手方の承諾を得た場合は、開示するこ

とができるものとする。 

 

（２）次の各号に定める情報は、上記（１）に定める情報から除外するものとする。 

ａ.本システムの実施以前に公知である情報 

ｂ.本システムの実施以前に既に自ら保有していた情報 

c.自己の責に帰すべき事由なく公知となった情報 

ｄ.正当な権限を有する第三者から機密保持義務を負うことなく適法に取得した情報 

 

（３）受注者は、本システムの利用に必要な情報（電子証明書、運用マニュアル等を含む）

を、発注者の取引関係情報を確認する必要があると受注者が判断して選任した者のみに使

用させるものとし、その選任をした者以外の者に不正に当該取引関係情報が取得されない

よう、適切な措置を講ずるものとする。また、受注者は、自らが選任した者の行為につい

て、発注者に対して一切の責任を負うものとする。 

 

（４）発注者または受注者は、上記（１）または上記（３）の定めに違反し、第三者に損害

を与えた場合は、損害賠償の責を負うものとする。 

 

（５）本項の規定は、本システムの解除後においても有効に存続するものとする。 

 

 

１８．権利義務の譲渡 

発注者または受注者は、本説明書により生ずる一切の権利または義務を第三者に譲渡、

継承もしくは担保に供してはならないものとする。ただし、あらかじめ文書により相手方

の承諾を得た場合は、この限りではない。 
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１９．損害賠償 

発注者または受注者が本説明書の定めに違反し、相手方に損害を与えたときは、違反し

た当事者は損害を被った相手方に損害賠償を請求できるものとする。 

なお、損害賠償の金額については、発注者および受注者協議のうえ決定するものとする。 

 

 

２０．本システムの解除 

（１）発注者または受注者は、本システムの利用を取り止める場合、相手方に対し書面で通

知することにより解除することができる。 

 

（２）一定期間登録情報の更新が無いなど本システムの利用が合理的でないと発注者が判断

したとき、または法令および本説明書に違反したときは、発注者は相手方に催告するこ

となく、ただちに本システムを解除することができるものとする。 

 

（３）発注者または受注者は、相手方が本説明書に基づく債務の履行を怠ったとき、本説明

書の履行が著しく困難と認められるとき、または法令および本説明書に違反したときは、

相手方に催告することなく、ただちに本システムの利用を解除することができるものと

する。 

 

（４）上記（３）により解除した場合において、発注者または受注者が相手方に損害を与え

たときは、発注者または受注者は相手方に損害賠償を請求できるものとする。 

なお、損害賠償の金額については、発注者および受注者協議のうえ決定するものとす

る。 

 

２１．協議事項 

本説明書の解釈に疑義が生じたとき、または本説明書に定めのない事項については、発

注者および受注者は誠意をもって協議のうえこれを解決するものとする。 

 

 

附   則 

 

１．適用開始時期 

この取引先登録要領説明書は、２０２４年１０月１日から適用する。 
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